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事
 
書
，
、

目

安
 
に
 
つ
 
い
 
て

一

＞
Z
g
o
 
8
さ
鷺
9
。
巳
妻
鐸

 
本
稿
は
、
南
北
朝
期
の
事
書
と
武
家
の
目
安
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
加
え
、
い
わ
ゆ
る

上
申
文
書
の
理
解
に
資
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

 
ま
ず
事
書
か
ら
検
討
し
よ
う
。
こ
こ
で
問
題
と
す
る
事
書
と
は
、
 
「
寺
院
の
衆
徒
等
が
上

位
の
者
に
向
っ
て
、
・
事
を
申
請
す
る
場
合
、
前
記
申
状
を
出
す
こ
と
は
通
例
で
あ
る
が
、
時

に
強
く
意
志
の
貫
徹
を
図
る
形
式
と
し
て
、
衆
徒
が
群
議
即
ち
寄
合
ひ
難
曲
の
結
果
た
る
所

謂
決
議
文
と
も
云
べ
き
も
の
を
提
出
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
決
議
書
を
事
書
と
云
っ
て
い

る
」
(
↓
と
指
摘
さ
れ
る
上
申
文
書
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
相
田
氏
が
示
さ
れ
て
い

な
い
実
例
を
検
討
し
よ
う
。

岩
 
元

三
 
一

0り

t
ロ
ー
〇
ケ
一
 
同
竈
≧
δ
↓
O

［
史
誰
紮
錬
籍
A
・
文
書
ム
、
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
＋
三
、
七
六
。
～
七
六
責
)

 
 
 
 
東
寺
学
衆
申
、

 
 
 
 
 
寺
領
播
磨
国
矢
野
庄
学
衆
方
所
務
職
事
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔
寂
〕

 
 
 
 
里
雪
異
者
、
去
正
和
二
年
後
宇
多
院
車
載
震
粗
率
起
請
符
、
(
中
略
)
欲
被
成

 
 
 
 
令
旨
於
美
作
守
夷
、

 
 
 
 
 
 
観
応
元
年
七
月
 
日

［
史
料
二
選
師
守
記
』
貞
治
六
年
(
一
三
六
七
)
六
月
＋
八
日
条
)

 
 
 
 
大
炊
寮
申
、

 
 
 
 
 
欲
早
二
面
御
 
奏
聞
、
話
手
 
早
言
於
武
家
、
被
停
吉
祥
院
修
造
段
銭
役
、

 
 
 
 
 
全
毎
日
不
闘
供
御
、
備
山
城
国
御
壷
田
間
事
、
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二
進

 
 
一
巻
 
代
々
公
験
案

右
当
馬
稲
田
者
、
(
中
略
)
早
被
成

役
、
欲
専
日
別
厳
重
供
御
備
乎
、

 
 
貞
治
六
年
六
月
 
日

輪
旨
於
武
家
、
被
疑
吉
祥
院
修
造
段
別

［
史
料
三
］
(
東
寺
百
合
文
書
ミ
、
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
二
十
三
、
七
七
一
～
二
頁
)
〔
具

 
 
 
 
書
案
省
略
、
継
目
裏
花
押
あ
り
〕

 
 
 
(
端
裏
銘
)

 
 
 
 
「
東
寺
雑
掌
 
康
安
元
 
十
一
 
十
七
」

 
 
 
 
東
寺
申
、

 
 
 
 
 
欲
責
任
先
例
、
被
成
下
御
教
書
、
被
停
止
所
務
違
乱
、
松
田
掃
部
面
師
行
伺

 
 
 
 
 
国
動
乱
時
節
、
打
入
干
寺
領
若
狭
国
太
良
荘
、
寄
事
於
下
根
、
致
所
務
濫
妨

 
 
 
 
 
条
、
所
当
罪
科
不
適
間
事
、

 
 
 
 
副
進

 
 
 
 
 
一
通
 
御
教
書
案
(
中
略
)

 
 
 
 
 
一
通
 
御
判
御
教
書
案
(
中
略
)

 
 
 
 
右
当
誓
言
、
(
中
略
)
所
詮
任
以
前
御
教
書
、
被
成
厳
密
御
教
書
、
速
被
停
止

 
 
 
 
彼
師
行
濫
妨
、
全
面
掌
所
務
、
虫
垂
抽
祈
祷
之
精
誠
乎
、

 
 
 
 
 
 
康
安
元
年
十
一
月
 
日

［
史
料
一
・
二
］
は
と
も
に
関
連
文
書
に
よ
っ
て
当
時
か
ら
「
事
書
」
と
認
識
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
(
2
》
、
掲
出
し
た
［
史
料
一
・
二
］
の
堂
島
か
ら
も
「
事
書
」
と
認

識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
 
［
史
料
一
・
二
］
に
み
る
「
事
書
」
の
様
式

上
の
特
徴
を
確
認
し
て
お
く
と
、
さ
し
あ
た
U
以
下
の
点
を
指
摘
で
き
よ
う
。

 
 
①
書
出
し
は
「
…
申
」
で
は
じ
ま
り
、
次
行
以
下
に
「
・
…
事
」
あ
る
い
は

 
 
 
「
欲
・
…
事
」
と
い
う
い
わ
ゆ
る
事
書
部
分
が
続
い
て
い
る
。

 
 
②
副
進
文
書
の
項
目
を
も
つ
場
合
が
あ
る
(
［
史
料
二
］
)
。

 
 
③
書
止
め
は
「
…
 
」
、
「
…
乎
」
と
あ
っ
て
通
常
の
「
…
如
件
」
で
は

 
 
 
な
い
(
3
)
。

 
 
④
年
月
の
項
目
は
通
常
の
申
状
と
具
な
ら
な
い
。

以
上
の
点
を
ふ
ま
え
て
［
史
料
三
］
を
検
討
し
て
お
こ
う
。
こ
の
史
料
は
上
島
有
氏
に
よ
っ

て
申
状
の
端
裏
銘
の
説
明
に
際
し
て
用
い
ら
れ
た
史
料
で
あ
り
(
4
)
、
こ
れ
ま
で
東
寺
申

状
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
(
5
)
。
確
か
に
広
義
に
解
す
れ
ば
申
状
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。
実
際
、
こ
の
［
史
料
三
］
を
う
け
て
発
給
さ
れ
た
足
利
義
詮
御
判
御
教
書

に
は
こ
の
［
史
料
三
］
を
「
訴
状
」
と
記
し
て
い
る
(
6
)
。
た
だ
、
上
申
文
書
の
様
式
に

注
目
し
て
み
た
場
合
、
こ
の
［
史
料
三
］
は
こ
こ
で
確
認
し
た
右
の
特
徴
を
有
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
「
事
書
」
様
式
の
文
書
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
よ
う
。

 
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
［
史
料
三
］
に
は
い
わ
ゆ
る
端
裏
銘
が
あ
り
、
こ
れ

に
記
さ
れ
た
年
月
日
と
同
じ
日
付
を
も
つ
先
述
の
足
利
義
詮
御
判
御
教
書
が
現
存
し
て
い

る
。
こ
こ
か
ら
、
こ
れ
ま
で
明
確
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
、
足
利
義
詮
の
御
判

御
教
書
発
給
に
際
し
て
用
い
ら
れ
た
上
申
文
書
に
は
「
事
書
」
と
よ
ば
れ
る
も
の
が
あ
っ
た

こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

 
以
上
、
こ
こ
で
は
事
書
様
式
の
上
申
文
書
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
加
え
た
。

二

 
こ
こ
で
は
目
安
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
目
安
と
い
う
訴
状
の
様
式
は
、
ふ
つ
う
「
目
安
」

と
い
う
書
き
出
し
や
「
目
安
言
上
如
件
」
な
ど
の
書
止
を
も
つ
訴
状
を
い
い
、
『
沙
汰
未
練

書
』
に
よ
る
と
、
「
肝
要
之
段
々
」
を
書
く
も
の
と
い
う
(
7
)
。
そ
こ
か
ら
ふ
つ
う
、
内
容

を
箇
条
書
き
に
し
て
見
る
際
に
便
な
ら
し
め
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
(
8
)
。
も
ち
ろ

ん
、
箇
条
書
き
で
な
い
目
安
も
多
い
が
、
｝
応
「
目
安
」
と
い
う
書
き
出
し
に
注
意
し
て
お

く
こ
と
が
大
切
だ
と
い
え
よ
う
。

 
目
安
の
実
例
を
南
北
朝
期
の
武
家
に
つ
い
て
探
し
て
み
る
と
、
後
述
の
よ
う
に
幕
府
中
央

へ
提
出
さ
れ
た
も
の
の
外
に
、
守
護
に
対
し
て
提
訴
さ
れ
た
も
の
を
確
認
で
き
る
。
こ
の
目

安
に
は
少
な
く
と
も
端
裏
銘
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
目
安
の
場
合
に
も
い
わ
ゆ
る
通
常
の
訴
状

の
場
合
と
同
じ
よ
う
な
対
応
が
な
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、

次
の
史
料
を
検
討
し
て
お
こ
う
。

［
史
料
四
］

(「

g
田
家
日
次
記
」
(
9
)
永
徳
三
年

〉
は
割
注
、
以
下
同
じ
〕

(
＝
二
八
三
)
七
月
二
十
二
日
条
)
 
〔
〈
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(
前
略
)

 
 
 
 
(
親
雅
)

今
日
中
山
中
納
言
進
書
札
云
々
、

(
中
略
)

家
君
則
入
御
管
領
左
衛
門
佐
義
将
朝
臣
井
修
理
大
夫
義
種
許
、
各
署
対
面
云
々
、

所
詮
急
速
筆
下
知
之
由
可
仰
含
嶋
田
遠
江
守
〈
管
領
之
執
事
〉
由
申
之
、
(
後
略
)

［
史
料
五
］
(
「
吉
田
家
日
次
記
」
永
徳
三
年
(
＝
二
八
三
)
七
月
二
十
四
日
覆
)

 
 
 
 
(
前
略
)
家
君
入
御
嶋
田
太
平
許
、
次
入
御
修
理
大
夫
宿
所
云
々
、
(
後
略
)

［
史
料
六
］
(
「
吉
田
家
日
次
記
」
永
徳
三
年
(
＝
二
八
三
)
七
月
二
十
八
日
条
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
マ
マ
》

 
 
 
庚
芒
眉
、
早
旦
予
向
大
平
宿
所
、

 
 
 
 
(
中
略
)

 
 
 
及
晩
歯
向
太
平
入
道
許
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔
鰹
｝

 
 
 
趣
向
管
領
左
衛
門
佐
亭
、
越
州
竹
屋
・
鳥
羽
両
還
暦
執
行
出
血
、
祝
着
々
々
、

 
 
 
次
向
修
理
大
夫
許
、
古
事
祝
義
士
、
対
面
、

 
 
 
吉
田
社
領
越
前
国
竹
屋
・
鳥
羽
等
半
済
事
、
去
五
月
十
日
当
社
小
神
四
所
神
宝
以

 
 
 
下
冷
失
之
間
、
彼
両
所
当
年
所
務
以
前
一
円
被
返
権
者
、
可
調
進
云
々
、
①
目
安

 
 
 
如
此
、
下
等
β
止
半
済
素
掘
、
巌
窟
渡
雑
書
之
潮
候
也
、
傍
執
達
如
件
、

 
 
 
 
 
 
永
徳
三
年
七
月
廿
五
日
 
 
 
宮
内
大
輔
在
判

 
 
 
 
 
甲
斐
美
濃
守
殿

 
 
 
②
目
安
加
銘
裏
皮
読
了
、

 
 
 
 
(
後
略
)

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
吉
田
杜
領
越
前
国
竹
屋
・
鳥
羽
両
荘
(
-
o
)
の
件
に
関
す
る
目
安

を
う
け
た
守
護
側
の
文
書
発
給
に
際
し
て
の
対
応
で
あ
る
。
当
時
の
越
前
国
守
護
は
、
室
町

幕
府
管
領
で
も
あ
っ
た
斯
波
義
将
で
あ
っ
た
(
1
1
)
。
す
で
に
吉
田
社
側
は
永
徳
三
年
(
＝
二

八
三
)
七
月
二
十
二
日
、
管
領
で
あ
る
斯
波
義
将
と
そ
の
弟
修
理
大
夫
斯
波
義
種
を
訪
問

し
、
 
「
急
速
可
下
知
之
由
三
三
含
嶋
田
遠
江
守
〈
管
領
之
執
事
〉
」
と
依
頼
し
て
い
る
。
こ
の

前
提
に
は
中
ψ
親
雅
に
よ
る
斯
波
側
と
の
交
渉
が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
(
以
上
、
「

［
史
料
四
］
、
注
(
-
o
)
参
照
)
。

 
七
月
二
十
四
日
、
吉
田
社
側
は
管
領
の
執
事
で
あ
る
嶋
田
と
管
領
の
弟
義
種
を
訪
問
し
て

い
る
(
［
史
料
五
］
)
。
そ
し
て
七
月
二
十
八
日
、
吉
田
繰
車
は
嶋
田
を
朝
、
晩
と
肪
問
し
た

上
で
管
領
斯
波
義
将
亭
を
訪
問
し
、
念
願
の
越
前
国
竹
屋
・
鳥
羽
両
荘
に
関
す
る
守
護
方
の

文
書
を
獲
得
、
さ
ら
に
修
理
大
夫
斯
波
義
種
を
肪
問
し
て
い
る
の
で
あ
る
(
以
上
、
［
史
料

六
］
)
。
こ
の
守
護
方
の
文
書
は
七
月
二
十
五
日
の
日
付
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
日
よ
り
も
以
前

に
守
護
方
と
の
具
体
的
な
交
渉
が
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
嶋
田
と
の
交
渉
を
守
護
側
に

依
頼
し
て
か
ら
七
月
二
十
五
日
ま
で
の
間
で
嶋
田
と
の
交
渉
が
史
料
上
確
認
で
き
る
の
は
七

月
二
十
四
日
の
み
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
月
に
吉
田
社
側
が
嶋
田
を
訪
問
し
た
際
に
、
守
護
方

の
文
書
に
見
え
る
「
目
安
」
(
傍
線
①
②
参
照
)
が
渡
さ
れ
て
、
.
 
翌
二
十
五
日
に
目
安
の
披

露
を
ふ
ま
え
た
守
護
方
の
認
可
が
な
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

 
そ
の
際
、
「
注
意
し
た
い
の
は
［
史
料
六
］
の
傍
線
②
に
「
目
安
加
銘
封
裏
副
之
了
」
と
み

え
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
越
前
国
守
護
代
甲
斐
美
濃
守
充
の
守
護
方
文
書
に
は
、
傍
線

①
に
み
え
る
よ
う
に
訴
人
で
あ
る
吉
田
社
側
の
「
目
安
」
が
副
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
が
、
傍
線
②
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
そ
の
目
安
に
は
「
銘
」
が
加
え
ら
れ
、
「
封

裏
」
つ
ま
り
裏
花
押
が
す
え
ら
れ
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
こ
の

「
目
安
」
は
管
見
に
入
ら
ず
、
「
裏
封
」
の
実
例
を
確
認
で
き
な
い
け
れ
ど
、
後
述
す
る
［
史

料
八
］
を
参
考
に
す
る
と
、
目
安
の
裏
に
花
押
が
す
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
右
の

場
合
の
「
裏
」
を
「
封
」
ず
る
の
意
味
も
同
じ
よ
う
に
考
え
て
よ
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
(
1
2
》
。

 
ま
た
、
 
［
史
料
四
～
六
］
の
事
例
で
は
、
目
安
を
受
理
し
た
人
物
と
考
え
ら
れ
る
管
領
の

執
事
嶋
田
と
守
護
方
の
評
議
の
場
に
目
安
を
披
露
し
た
人
物
と
が
同
騨
人
で
あ
っ
た
か
ど
う

か
を
確
認
で
き
な
い
か
ら
、
目
安
の
銘
が
誰
に
よ
っ
て
、
ど
の
段
階
で
加
え
ら
れ
た
か
は
現

存
史
料
を
見
る
限
り
確
定
で
き
な
い
。

 
以
上
の
よ
う
忙
、
管
領
の
守
護
管
国
の
問
題
が
、
幕
府
の
引
付
で
は
な
く
守
護
方
で
処
理

さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
細
川
頼
之
が
「
管
領
」
の
時
、
頼
之
の
「
分
国
」
で
あ
っ
た
四
国
の

東
寺
領
阿
波
国
大
野
壷
の
件
に
つ
い
て
、
東
寺
内
で
次
の
よ
う
な
議
論
が
な
さ
れ
た
こ
と
も

参
考
に
な
る
。
こ
の
事
例
に
つ
い
て
ほ
、
す
で
に
山
家
浩
樹
氏
の
研
究
が
あ
る
(
1
3
)
が
、
こ

の
場
合
、
管
領
へ
の
訴
状
の
様
式
が
「
事
書
」
と
記
さ
れ
て
い
る
点
に
も
注
意
し
て
お
こ
う
。

［
史
料
七
］

(
東
寺
百
合
文
書
た
「
宝
荘
厳
院
方
評
定
引
付
」
(
1
4
》
応
安
八
年
(
一
・
三
七
五
)

 
十
一
月
十
九
旧
条
)
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(
前
略
)

近
藤
房
申
云
、
於
大
当
事
者
、
先
立
自
公
家
被
尋
武
家
之
院
宣
案
有
之
上
者
、
於

武
家
可
団
七
、
就
中
於
四
国
事
、
露
量
管
領
分
国
、
如
此
事
等
不
及
公
方
引
付
等

沙
汰
、
直
仁
有
其
沙
汰
、
傍
調
事
書
鴨
付
管
領
之
奉
行
矢
野
入
道
之
由
申
之
、
(
後

略
)

三

こ
こ
で
は
、
守
護
方
に
提
出
さ
れ
た
目
安
の
実
例
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

［
史
料
八
］
(
東
寺
百
合
文
書
さ
、
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
二
十
六
、
三
〇
七
頁
、
具
書
は

 
(
端
裏
銘
)
省
略
)
〔
継
目
に
も
裏
花
押
あ
り
〕

 
 
 
「
東
寺
雑
掌
申
状
貞
治
三
十
九
 
」

 
 
 
目
安

 
 
 
 
東
寺
垂
雪
頼
憲
申
、
当
寺
領
導
江
国
原
田
庄
内
細
谷
郷
地
頭
等
寺
用
米
未
進
事
、

 
 
 
副
書

 
 
 
 
一
通
 
去
年
二
尊
未
進
注
文
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
裏
花
押
)

 
 
 
右
討
論
、
為
諸
語
御
願
料
所
、
重
患
里
馬
他
要
脚
也
、
而
地
頭
等
去
年
寺
用
未
進

 
 
 
之
問
、
度
々
雌
加
催
促
、
依
不
事
行
、
使
者
往
反
之
煩
、
不
便
次
第
也
、
所
詮
厳

 
 
 
密
令
言
忌
之
様
、
被
成
③
御
書
下
者
、
可
読
御
祈
祷
之
専
一
者
哉
、
伽
目
安
状
如

 
 
 
件
、

 
 
 
 
 
 
貞
治
三
年
十
月
 
日

［
史
書
艶
義
寺
夏
口
文
書
オ
、
『
杏
本
史
料
』
第
六
編
二
＋
六
、
三
・
八
頁
)

 
 
 
東
寺
雑
掌
申
遠
江
国
細
谷
郷
領
家
方
書
周
防
大
夫
実
蔵
寄
進
曲
事
〈
具
書
副
之
〉
、

 
 
 
高
井
七
郎
左
衛
門
軒
昂
押
妨
云
々
、
為
事
実
者
、
太
無
謂
、
所
詮
停
止
彼
違
乱
、

 
 
 
沙
汰
付
下
地
於
雑
掌
、
可
監
理
請
取
之
状
如
件
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
今
川
範
国
)

 
 
 
 
 
貞
治
三
年
十
月
九
日
 
 
 
 
 
沙
弥
(
花
押
)

 
 
 
 
 
 
大
浦
左
衛
門
入
道
殿

［
史
料
十
］
(
関
西
学
院
大
学
図
書
館
所
蔵
東
寺
文
書
)
(
～

 
 
 
東
寺
雑
掌
申
遠
江
国
細
谷
郷
領
家
年
貢
事
〈
注
文
副
之
〉
、
地
頭
等
去
年
未
進
云

 
 
 
々
、
為
事
実
者
太
無
謂
、
所
詮
相
尋
子
細
、
有
未
済
者
、
不
日
沙
汰
渡
雑
掌
、
可

 
 
 
青
墨
請
取
管
状
、
依
仰
執
達
如
件
、

 
 
 
 
 
貞
治
三
年
十
月
九
日
 
 
 
 
越
後
守
(
花
押
)

 
 
 
 
大
浦
左
衛
門
入
道
殿

右
の
［
史
料
八
］
の
目
安
で
求
め
ら
れ
て
い
る
「
御
書
下
」
 
(
傍
線
③
)
と
は
、
 
［
史
料
九
］

の
守
護
書
下
を
さ
し
て
お
り
、
写
真
版
(
-
6
)
を
見
る
と
、
［
史
料
八
］
の
端
裏
銘
と
［
史
料

九
・
十
］
の
筆
跡
は
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
［
史
料
人
・
九
］
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
守

護
方
に
提
出
さ
れ
た
目
安
と
そ
れ
を
う
け
て
発
給
さ
れ
た
遠
江
国
守
護
今
川
範
国
(
」
書
下

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
に
つ
い
て
は
す
で
に
、
上
島
有
氏
の
研
究
が
あ
る

(
1
8
)
。
目
安
に
は
裏
花
押
と
端
裏
銘
が
あ
り
、
端
裏
銘
の
日
付
と
書
下
の
日
付
は
一
致
し
て

い
る
。
お
そ
ら
く
、
［
史
料
六
］
で
検
討
し
た
吉
田
社
側
の
提
出
し
た
目
安
も
こ
の
事
例
を

参
考
に
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

 
［
史
料
九
］
で
は
文
中
に
「
為
事
実
者
」
と
あ
る
か
ら
、
目
安
を
受
理
し
た
守
護
側
が
論

人
側
の
反
論
を
ふ
ま
え
て
十
分
な
審
理
を
加
え
た
上
で
こ
の
書
下
を
発
給
し
た
も
の
で
は
な

い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
事
例
も
い
わ
ゆ
る
特
別
訴
訟
手
続
き
の
あ
り
方
を
示
す
も
の
と
い

え
よ
う
。

 
［
史
料
十
］
に
つ
い
て
上
島
有
氏
は
、
 
［
史
料
八
］
の
目
安
を
う
け
て
発
給
さ
れ
た
室
町

幕
府
引
付
方
頭
人
奉
書
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
1
9
》
が
、
こ
の
文
書
の
奉
者

「
越
後
守
」
は
『
静
岡
県
史
』
資
料
編
6
中
世
二
の
編
者
の
指
摘
(
2
0
)
の
よ
う
に
、
当
時
の

遠
江
国
守
護
今
川
範
国
の
子
息
氏
兼
と
み
ら
れ
る
。

 
な
お
、
上
島
有
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
東
寺
百
合
文
書
に
は
［
史
料
八
］
と
同
年
月
付

の
遠
江
国
村
櫛
荘
に
関
す
る
東
寺
側
の
目
安
と
こ
れ
を
う
け
た
貞
治
三
年
(
一
三
六
四
)
十

一
月
十
二
日
付
今
川
重
量
書
下
案
が
あ
り
、
目
安
に
は
［
史
料
八
］
と
同
一
の
裏
花
押
を
確

認
で
き
る
(
2
1
》
か
ら
、
裏
花
押
の
人
物
は
守
護
方
奉
行
人
と
考
え
て
よ
い
。

 
以
上
、
南
北
朝
後
期
の
守
護
の
も
と
で
も
、
受
理
し
た
目
安
に
守
護
方
の
人
物
が
裏
花
押

や
端
裏
銘
を
記
入
し
て
文
書
を
発
給
す
る
手
続
き
が
存
在
す
る
と
い
う
上
島
有
氏
の
指
摘
を

再
確
認
で
き
た
と
思
う
。
こ
こ
で
は
［
史
料
四
～
六
］
と
の
関
連
を
考
慮
し
て
上
島
氏
の
研
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究
を
再
検
討
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
目
安
で
は
守
護
方
の

め
て
い
る
と
い
う
点
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

四

こ
こ
で
は
、
幕
府
に
提
出
さ
れ
た
目
安
の
実
例
を
検
討
し
よ
う
。

「
御
書
下
」
の
発
給
を
求

［
史
料
鍵
(
『
八
坂
神
社
文
書
』
二
〇
三
四
号
)

 
 
 
「
心
事
申
状
 
貞
治
二
 
八
 
廿
四
」

 
 
 
目
安

 
 
 
 
祇
園
社
御
師
法
印
顕
詮
雑
掌
成
祐
申
讃
岐
国
西
大
野
別
事
、

 
 
 
右
当
郷
者
、
(
中
略
)
度
々
 
論
旨
御
教
書
御
内
書
等
嫡
焉
也
、
案
文
進
覧
之
、

 
 
 
而
当
国
住
人
近
藤
六
郎
五
郎
国
頼
、
自
去
年
押
領
間
、
所
包
装
祈
祷
違
乱
也
、
所

 
 
 
詮
早
算
成
厳
密
御
教
書
、
被
打
渡
下
地
於
雑
掌
、
全
知
行
、
弥
為
抽
護
持
忠
、
言

 
 
 
上
如
件
、

 
 
 
 
 
貞
治
二
年
八
月
 
日

【
史
料
雛
輻
(
『
八
坂
神
社
文
書
』
二
〇
三
三
号
)
〔
付
札
省
略
、
〈
〉
は
割
注
〕

 
 
 
「
ロ
教
書
 
讃
岐
国
事
大
野
郷
」

 
 
 
祇
園
社
前
執
行
法
印
顕
詮
申
讃
岐
国
西
大
野
旧
事
、
訴
状
〈
副
乱
書
〉
如
此
、
近
藤

 
 
 
六
郎
五
郎
国
頼
令
押
領
云
々
、
早
退
彼
妨
、
沙
汰
付
下
地
壇
祉
家
雑
掌
、
可
被
執

 
 
 
進
請
取
状
、
更
不
可
有
緩
怠
之
撚
三
遍
聯
執
達
如
件
、

 
 
 
 
 
懐
手
側
舞
八
月
廿
四
日
 
 
左
近
将
監
(
花
押
)

 
 
 
 
 
 
細
川
右
馬
頭
殿

［
史
料
十
一
］
は
祇
園
県
側
が
提
出
し
た
目
安
で
あ
る
。
係
争
地
や
相
論
内
容
、
そ
し
て
訴

人
・
論
人
が
す
べ
て
一
致
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
の
目
安
を
う
け
て
出
さ
れ
た
の
が
［
史

料
十
二
］
の
室
町
幕
府
引
付
方
頭
人
奉
書
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ

の
目
安
は
幕
府
中
央
の
「
御
教
書
」
を
求
め
て
捷
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

 
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
影
写
本
に
よ
り
こ
れ
ら
の
史
料
を
確
認
す
る
と
、
 
［
史
料
十

一
］
の
端
裏
の
文
字
は
い
わ
ゆ
る
端
裏
書
と
さ
れ
る
文
字
よ
り
も
大
き
く
、
ま
た
そ
こ
に
記

さ
れ
た
年
月
日
は
［
史
料
十
一
］
の
目
安
を
う
げ
て
発
給
さ
れ
た
［
史
料
十
二
］
の
室
町
幕

府
引
付
方
頭
人
奉
書
の
日
付
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
 
［
史
料
十
こ
の
端
裏
の
文
字
は
端

裏
銘
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
σ

 
ま
た
、
、
［
史
料
十
一
］
は
目
安
と
普
通
よ
ば
れ
る
が
、
こ
の
端
裏
銘
に
は
「
申
状
」
と
記

さ
れ
て
い
る
点
に
も
注
意
し
て
お
こ
う
。
 
こ
の
こ
と
は
、
前
掲
［
史
料
八
］
の
場
合
も
同

様
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
 
［
史
料
十
一
］
の
目
安
を
う
け
た
［
史
料
十
二
］
の
室
町
幕
府
引

付
方
頭
人
奉
書
を
み
る
と
「
訴
状
」
と
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
(
2
2
)
。

 
さ
て
、
［
史
料
十
二
］
が
［
史
料
十
一
］
を
う
け
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
.
 
［
史
料
十
二
］

で
は
「
訴
状
〈
三
具
書
〉
」
と
記
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
場
合
、
 
［
史
料
十
一
］
の
目
安
に
は

関
連
文
書
が
副
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、
 
［
史
料
十
一
］
に
は
「
案
文
進
覧

之
」
と
み
え
で
い
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
史
料
原
本
に
よ
る
確
認
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、

さ
し
あ
た
力
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
影
写
本
を
確
認
す
る
と
、
 
［
史
料
十
一
］
の
料
紙

の
奥
(
具
書
案
が
貼
り
つ
が
れ
て
い
た
と
し
た
ら
紙
継
目
部
分
に
相
当
す
る
箇
所
)
の
下
部

に
裏
花
押
の
一
部
か
と
思
わ
れ
る
墨
跡
を
確
認
で
き
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。

五

 
残
さ
れ
た
課
題
も
多
い
が
、
こ
こ
で
は
最
後
に
本
稿
で
の
検
討
結
果
を
簡
単
に
ま
と
め
て

終
わ
り
と
し
よ
う
。

 
①
一
で
述
べ
た
よ
う
な
特
徴
を
も
つ
事
書
様
式
の
訴
状
は
、
幕
府
の
特
別
訴
訟
手
続
き
で

発
給
さ
れ
る
足
利
義
詮
の
御
判
御
教
書
を
求
め
る
訴
訟
で
も
使
用
さ
れ
て
い
る
(
2
3
)
。

 
②
少
な
く
と
も
南
北
朝
後
期
に
は
、
守
護
の
も
と
で
受
理
し
た
目
安
に
端
裏
銘
・
裏
花
押

を
す
え
て
守
護
方
文
書
と
と
も
に
下
す
と
い
う
手
続
き
を
再
確
認
し
た
が
、
そ
こ
で
の
目
安

は
守
護
方
の
「
書
下
」
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。

 
③
右
の
よ
う
な
特
色
を
も
つ
目
安
へ
の
対
応
は
、
幕
府
中
央
で
も
確
認
で
き
る
。
そ
こ
で

の
目
安
は
幕
府
の
「
御
教
書
」
を
求
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。

 
④
目
安
の
文
言
を
も
つ
訴
状
の
端
裏
銘
に
は
「
申
状
」
と
記
さ
れ
て
い
る
事
例
を
確
認
で

き
る
。
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注

(
1
)
、
相
田
二
郎
『
日
本
の
古
文
書
上
』
(
岩
波
書
店
、
一
九
七
八
年
)
八
二
七
頁
。
こ

 
こ
で
は
特
に
「
群
議
」
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
点
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

(
2
)
、
［
史
料
＝
に
つ
い
て
は
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
十
三
、
七
六
二
頁
所
収
「
観
応

 
元
」
年
七
月
四
日
付
大
覚
寺
宮
令
旨
案
、
［
史
料
二
］
に
つ
い
て
は
『
師
守
記
』
第
九
巻
、

 
二
六
九
頁
所
収
(
貞
治
六
)
六
月
十
八
日
付
中
原
師
茂
挙
状
案
参
照
。

(
3
)
、
書
止
文
言
に
「
傍
言
上
上
件
」
を
も
つ
場
合
で
も
、
端
裏
書
で
「
事
書
」
と
記
述

 
し
た
例
を
確
認
で
き
る
(
『
静
岡
県
史
資
料
編
6
中
世
二
』
九
三
九
号
)
。
ま
た
、
①
の
よ

 
う
に
「
・
・
申
」
と
い
う
書
出
し
が
な
い
事
例
に
つ
い
て
は
さ
し
あ
た
り
相
田
注
(
1
)

 
著
書
参
照
。
た
だ
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
 
「
事
書
」
と
「
申
状
」
と
い
う

 
使
い
分
け
が
意
識
的
に
な
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら

 
様
式
上
の
相
違
に
も
注
目
し
て
み
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
両
者
の
使
い
分
け
に

 
つ
い
て
は
、
『
建
内
記
』
文
安
四
年
(
一
四
四
八
)
九
月
二
十
七
日
条
所
収
同
月
日
付
挙

 
状
案
に
み
え
る
「
社
司
等
〈
連
署
之
申
状
〉
事
書
如
此
」
(
〈
V
は
挿
入
)
部
分
の
「
事
書
」

 
を
判
読
可
能
の
抹
消
文
字
に
し
て
「
連
署
之
申
状
」
(
「
連
署
」
部
分
は
判
読
可
能
の
抹
消

 
文
字
)
を
挿
入
し
て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
同
亜
門
年
同
月
二
十
九
日
条
所
収
同
月
日
付

 
挙
状
案
に
「
春
日
社
申
状
〈
副
事
書
・
隷
書
〉
如
此
」
(
こ
の
「
申
状
」
に
つ
い
て
は
な
お

検
討
の
余
地
を
残
す
)
と
み
え
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。

(
4
)
、
上
島
「
南
北
朝
時
代
の
申
状
に
つ
い
て
」
(
『
古
文
書
研
究
』
十
号
、
一
九
七
六
年
、

 
の
ち
に
『
日
本
古
文
書
学
論
集
7
』
 
(
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
)
に
再
録
、
こ
こ
で

は
後
者
に
よ
る
)
。
端
裏
銘
の
理
解
に
つ
い
て
は
上
島
有
「
端
裏
銘
に
つ
い
て
」
 
(
『
出
身

学
術
B
』
M
2
、
一
九
八
四
年
)
に
よ
る
。

(
5
)
、
例
え
ば
『
東
寺
百
合
文
書
目
録
第
三
』
(
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
)
一
五
八
頁
。

(
6
)
、
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
二
十
三
、
七
七
一
～
二
頁
。

(
7
)
、
池
内
義
資
・
佐
藤
進
一
編
『
中
世
法
制
史
料
集
第
二
巻
』
(
岩
波
書
店
、
一
九
五
七

 
年
)
三
五
六
頁
。

(
8
)
、
「
目
安
」
・
「
訴
状
」
(
『
国
史
大
辞
典
十
三
・
八
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
二
・
人
七

年
、
瀬
野
精
一
郎
氏
執
筆
)
、
「
目
安
」
(
『
日
本
史
大
事
典
6
』
平
凡
社
，
一
九
九
四
年
、

笠
松
宏
至
氏
執
筆
)
参
照
。
な
お
、
目
安
と
入
門
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
笠
松
宏
至
「
入

門
」
(
『
日
本
中
世
法
史
論
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
九
年
)
参
照
。

(
9
)
、
天
理
図
書
館
蔵
。
こ
こ
で
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真
帳
に
よ
る
。

(
1
0
)
、
「
吉
田
家
日
次
記
」
永
徳
三
年
(
＝
二
八
三
)
七
月
十
日
条
に
す
で
に
み
え
る
。
な

お
、
［
史
料
六
］
に
つ
い
て
は
、
小
川
信
『
足
利
「
門
守
護
発
展
史
の
研
究
』
(
吉
川
弘
文

館
、
一
九
八
0
年
)
五
〇
五
頁
参
照
。

(
1
1
)
、
佐
藤
進
一
『
室
町
幕
府
守
護
制
度
の
研
究
 
上
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
七

年
)
二
三
二
～
三
頁
。

(
1
2
)
、
こ
の
点
は
、
拙
稿
「
訴
状
を
封
じ
下
す
と
い
う
こ
と
」
で
論
ず
る
予
定
で
あ
る
が
、

た
と
え
ば
佐
藤
進
一
『
［
新
版
］
古
文
書
学
入
門
』
(
法
政
大
学
出
版
局
、
「
九
九
七
年
)

一
四
六
頁
(
4
)
参
照
。

(
1
3
)
、
山
家
「
室
町
幕
府
訴
訟
機
関
の
将
軍
親
裁
化
」
(
『
史
学
雑
誌
』
第
九
四
編
十
二
号
、

一
九
八
五
年
)
十
九
頁
。

(
1
4
)
、
京
都
府
立
総
合
資
料
館
蔵
。
こ
こ
で
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
影
写
本
に
よ

る
。(

1
5
)
、
上
島
有
「
関
西
学
院
大
学
図
書
館
所
蔵
東
寺
文
書
に
つ
い
て
」
 
(
『
古
文
書
研
究
』

十
六
号
、
 
一
九
八
一
年
)
九
十
一
頁
。

(
1
6
)
、
上
島
注
(
1
5
)
論
文
所
掲
写
真
版
、
京
都
府
立
総
合
資
料
館
生
写
真
版
参
照
。

(
1
7
)
、
佐
藤
進
一
『
室
町
幕
府
守
護
制
度
の
研
究
 
上
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
七

年
)
九
十
七
頁
、
川
添
昭
二
「
遠
江
・
駿
河
守
護
今
川
強
国
事
蹟
稿
」
 
(
『
荘
園
制
と
武
家

社
会
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
九
年
)
参
照
。

(
1
8
)
、
上
島
注
(
1
5
)
論
文
参
照
。

(
1
9
)
、
上
島
注
(
1
5
)
論
文
一
〇
一
～
二
頁
。

(
2
0
)
、
三
三
九
頁
。
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
 
尊
卑
分
脈
第
三
』
二
六
六
頁
に
は
範
国
の
子

息
土
嚢
に
「
越
後
守
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

(
2
1
)
、
上
島
注
(
1
5
)
論
文
一
〇
二
～
三
頁
。

(
2
2
)
、
「
目
安
」
の
文
言
の
な
い
訴
状
を
「
目
安
」
と
記
述
し
た
例
を
南
北
朝
期
に
確
認
で

き
る
(
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
三
、
七
三
五
～
六
頁
、
『
同
書
』
同
編
二
十
九
、
四
三
六

頁
)
。
こ
の
点
は
、
目
安
の
更
な
る
検
討
の
必
要
を
示
す
も
の
だ
と
考
え
る
が
、
こ
こ
で

確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
「
事
書
」
に
つ
い
て
も
述
べ
た
よ
う
に
、
「
目
安
」
と
「
申
状
」

を
意
識
的
に
使
い
分
け
る
場
合
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
本
稿

で
は
目
安
の
受
理
お
よ
び
そ
れ
を
う
け
て
の
幕
府
・
守
護
に
よ
る
文
書
発
給
の
手
続
き
に
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事書、目安について47

若
干
の
検
討
を
加
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
す
で
に
笠
松
注
(
8
)
「
入
門
」
論
文
で

注
目
さ
れ
て
い
る
。

 
な
お
、
両
者
の
使
い
分
け
に
つ
い
て
は
『
沙
汰
未
練
書
』
(
『
中
世
法
制
史
料
集
第
二
巻
』

 
〔
注
(
7
)
三
五
五
～
六
頁
、
三
七
一
～
三
頁
参
照
ご
が
「
本
解
状
」
(
申
状
)
、
「
書
状
」

 
(
折
紙
の
小
申
状
)
、
そ
し
て
「
目
安
」
な
ど
を
区
別
し
て
記
述
し
て
い
る
こ
と
が
参
考

に
な
る
と
思
う
。
山
家
浩
樹
氏
は
『
康
富
記
』
嘉
吉
二
年
(
一
四
四
二
)
十
二
月
二
十
日

条
に
み
え
る
「
目
安
書
直
可
給
」
等
の
記
事
に
注
目
さ
れ
て
い
る
(
山
家
「
室
町
幕
府
の

賦
と
奉
行
人
」
 
(
石
井
進
編
『
中
世
の
法
と
政
治
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
二
年
)
六
十

～
六
十
一
頁
、
六
十
八
頁
参
照
)
。
こ
の
場
合
、
「
目
安
」
の
ま
ま
で
の
内
容
の
婁
き
直
し

で
あ
っ
た
の
か
、
別
の
様
式
の
上
申
文
書
へ
の
書
き
直
し
で
あ
っ
た
の
か
が
わ
か
り
に
く

い
が
、
注
目
し
て
お
い
て
よ
い
事
例
で
あ
る
。

(
2
3
)
、
こ
の
点
は
『
後
愚
昧
記
』
の
康
安
元
年
(
＝
二
六
一
)
十
月
十
七
日
条
や
貞
治
二

年
(
＝
二
六
三
)
七
月
十
九
日
条
参
照
。

［
付
記
］

 
本
稿
を
な
す
に
あ
た
り
史
料
閲
覧
で
お
世
話
い
た
だ
い
た
京
都
府
立
総
合
資
料
館
、

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
両
機
関
お
よ
び
閲
覧
手
続
き
等
で
お
世
話
い
た
だ
い
た
関
係

各
位
に
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

(
平
成
九
年
九
月
二
十
四
日
受
理
)
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